
 

日時：2018 年11 月20 日（火） 

 

 
場所：同志社大学・今出川校地 

 
主催：公益社団法人日本仲裁人協会、同志社大学 
後援：法務省、京都府、京都市、 

日本弁護士連合会、京都弁護士会、 

一般社団法人日本経済団体連合会、 
公益社団法人関西経済連合会、 

京都商工会議所、大阪商工会議所、 

神戸商工会議所、英国仲裁人協会日本支部、 
公益社団法人商事法務研究会、 

ウエストロー・ジャパン株式会社, 

シンガポール国際調停センター、 
香港調停センター、 

ロシア Institute of Modern Arbitration 
 

 

 

国際紛争解決の新時代 
京都国際調停センターの使命 

午後 1 時 30 分から（受付開始午後１時） 

 

「ハーディーホール」（寒梅館内） 

 



 

同志社大学       公益社団法人

 法学部・法学研究科、司法研究科    日本仲裁人協会                      

国際取引・国際法務研究ｾﾝﾀｰ（RECITAL）                               

国際紛争解決の新時代：京都国際調停センターの使命 

 
日時： 2018（平成 30）年 11 月 20 日（火） 午後 1 時 30 分から（受付開始午後 1 時） 

場所： 同志社大学・今出川校地 「ハーディーホール」（寒梅館） 

 

13:00-13:30 受付 

13:30-13:40 

開会 挨拶 

 松岡 敬 （同志社大学・学長） 

 川村 明 （日本仲裁人協会・理事長） 

13:40-14:00 

来賓 挨拶 

寺田 逸郎 様（日本国最高裁判所・前長官） 

来賓者の皆様 

第 1 部 基調講演 

14:00-14:45 
多様化、国際化および変化する世界における裁判官と仲裁人の役割の異同 

 David Neuberger （イギリス最高裁判所・前長官） 

第 2 部 記念講演 

15:00-15:30 
アジアにおける国際商事仲裁・調停の専門家の養成 

Anselmo Reyes （シンガポール国際商事裁判所・国際裁判官） 

15:30-16:00 
国境を超えた紛争解決と調停の活用 

高取 芳宏 （日本仲裁人協会・常務理事、英国仲裁人協会日本支部・共同代表） 

16:00-16:30 
京都国際調停センターの使命と展望 

岡田 春夫 （京都国際調停センター・センター長、日本仲裁人協会・常務理事） 

16:30-16:45 休 憩 

16:45-17:15 
京都国際調停センターの本拠としての同志社大学の役割 

 瀬領 真悟 （同志社大学法学部・法学研究科長） 

17:15-17:45 
シンガポール調停条約と京都国際調停センターと SIMC の今後の連携 

 George Lim （シンガポール国際調停センター・所長） 

17:45-17:50 
閉会 挨拶 

 大中 有信 （同志社大学・司法研究科長） 

18:00-20:00 
レセプション 

 フレンチレストラン「ウィル」（寒梅館７階） 

 

＊日英の同時通訳があります。 

＊入場無料。 

＊参加のためには事前登録が必要になります。 

ウェストロー・ジャパンのウェブサイト（https://westlawjapan.com/event/seminar/181120.html）からの登録を
お願いします。 

＊問い合わせ先： 京都国際調停センター事務局  E-mail: office@jimc-kyoto.jp   Tel: +81-(0)75-744-6032 

https://westlawjapan.com/event/seminar/181120.html

